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   ○ また，出身地の大学に進学し，その後，同じ都道府県で臨床研修を行った場合，臨床研修

終了後，出身地の都道府県で勤務する割合が 90％と最も高く，出身地以外の大学に進学し

た場合であっても，臨床研修を出身地と同じ都道府県で実施した場合，出身地の都道府県

で勤務する割合は 79％と高くなっています。一方，出身地の大学に進学しても，臨床研修

を別の都道府県で行うと，臨床研修終了後，出身地で勤務する割合は 36％と低くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ このため，出身地及び出身大学の県内・県外に関わらず，医師は臨床研修を行う都道府

県に勤務する割合が高くなっており，本県においても，医師の確保を図るためには，県内外

からより多くの研修医を採用することが重要です。 

 

  ウ 研修医の採用状況 

   ○ 研修医の採用マッチングは，医師臨床研修マッチング協議会により実施され，研修希望

者と臨床研修病院の希望を踏まえ，一定の規則（アルゴリズム）に従い，コンピュータによ

り組み合わせが決定されます。 

○ 都道府県別にみると，人口当たりの医師数が多い東京都，大阪府，京都府，福岡県の平均

採用率が約 90％と高い一方，人口当たりの医師数が少ない秋田県，福島県，埼玉県，新潟

県の平均採用率が 54％と低くなっていることから，研修医の採用率（採用実績／募集定員）

と人口当たりの医師数に相関がみられます。 

   ○ 本県では，制度が必修化された平成 16 年度以降，マッチングによる採用者数は増加傾向

にあり，平成 30 年度の採用率（採用者数／募集定員）は 74.1％で全国第 27 位となってい

ることから，採用者数を増加させ，採用率を高めていくことが必要です。 
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② 専攻医 

 

   ア 新専門医制度 

  ○ 医師の９割以上が専門医資格の取得を希望している中，これまで，各学会の独自の方針

で制度を設けることにより，専門医を養成してきましたが，各学会の認定基準が統一され

ていないことから，専門医の質の担保が懸念されるとともに，近年，医師の地域偏在及び

診療科偏在が医療をめぐる重要な課題となっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○ このため，国において，医師の質の一層の向上及び医師の偏在是正を図ることを目的

として，新たな専門医の仕組みの検討を進め，平成 26 年に専門医の認定と養成プログラ

ムの評価・認定を行う中立的な第三者機関として（一社）日本専門医機構を設立するとと

もに，2018（平成 30）年度からは総合診療も含めた全基本領域（19領域）で新専門医制

度が始まりました。 

    ○ 専門研修は，（一社）日本専門医機構が指導医数，症例数，研究業績等の基準を満たす

研修プログラムを認定し，専攻医は認定プログラムの基幹施設・連携病院をローテート

しながら研修を実施します。 
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  イ 専門研修プログラムと専攻医採用数 

○ 2019 年度の全国の専攻医採用数は 8,604 人で本県は 142 人となっています。また，人口

10 万人当たりの採用数は 4.9 であり，全国第 37 位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 診療領域別の専攻医の人口 10万対採用数では，本県は内科及び外科の採用数が全国平均

に比べ少ない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ 本県では，2019 年度は県内の 16 医療機関を基幹施設として，19 基本領域の内，臨床検

査科を除く 18 診療科の専門研修プログラムが認定されており，募集定員数 298 人に対し，

142 人が採用されていますが，全体の充足率は 48％であり，診療領域により差が大きい状

況です。 
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募集定員 採用者数 定員充足率

水戸協同病院 8 4 50.0% 8

水戸済生会総合病院 3 0 0.0% 1

水戸医療センター 4 0 0.0% 1

県立中央病院 6 0 0.0% 2

日立総合病院 7 1 14.3% 1

ひたちなか総合病院 5 3 60.0% 0

土浦協同病院 7 5 71.4% 2

筑波記念病院 3 1 33.3% 0

筑波大学附属病院 36 28 77.8% 20

東京医大茨城医療センター 3 2 66.7% 3

ＪＡとりで総合医療センター 3 2 66.7% 3

合計 85 46 54.1% 41

県立こども病院 5 4 80.0% 4

土浦協同病院 6 3 50.0% 1

筑波大学附属病院 10 5 50.0% 5

合計 21 12 57.1% 10

筑波大学附属病院 10 5 50.0% 5

合計 10 5 50.0% 5

筑波大学附属病院 7 6 85.7% 2

県立こころの医療センター 3 2 66.7% 2

栗田病院 2 1 50.0% 0

合計 12 9 75.0% 4

水戸医療センター 8 0 0.0% 0

県立中央病院 1 1 100.0% 0

日立総合病院 1 0 0.0% 0

土浦協同病院 3 2 66.7% 0

筑波記念病院 1 0 0.0% 1

筑波大学附属病院 20 10 50.0% 10

合計 34 13 38.2% 11

水戸協同病院 3 0 0.0% 0

土浦協同病院 3 0 0.0% 0

筑波大学附属病院 17 10 58.8% 9

合計 23 10 43.5% 9

土浦協同病院 3 0 0.0% 0

筑波大学附属病院 10 8 80.0% 9

合計 13 8 61.5% 9

筑波大学附属病院 10 4 40.0% 3

合計 10 4 40.0% 3

筑波大学附属病院 6 3 50.0% 5

合計 6 3 50.0% 5

筑波大学附属病院 6 2 33.3% 4

合計 6 2 33.3% 4

筑波大学附属病院 10 4 40.0% 1

合計 10 4 40.0% 1

筑波大学附属病院 8 6 75.0% 3

合計 8 6 75.0% 3

筑波大学附属病院 13 8 61.5% 10

合計 13 8 61.5% 10

筑波大学附属病院 4 1 25.0% 2

合計 4 1 25.0% 2

0

合計 0 0 0

筑波大学附属病院 9 2 22% 4

筑波メディカルセンター病院 3 0 0% 2

合計 12 2 17% 6

筑波大学附属病院 3 3 100% 0

合計 3 3 100% 0

筑波大学附属病院 10 2 20% 1

合計 10 2 20% 1

県立中央病院 4 0 0% 0

筑波大学附属病院 10 4 40% 6

筑波メディカルセンター病院 2 0 0% 0

北茨城市民病院 2 0 0% 0

合計 18 4 22% 6

298 142 48% 130茨城県合計

総合診療
（4）

小児科
（3）

放射線科
（1）

精神科
（3）

眼科
（1）

脳神経外科
（1）

臨床検査
（0）

救急科
（2）

形成外科
（1）

リハビリテーション

（1）

皮膚科

（1）

整形外科
（3）

病理
（1）

外科
(6）

産婦人科
（2）

耳鼻咽喉科
（1）

泌尿器科
（1）

内科
（11）

麻酔科
（1）

2019年 2018年
採用者数

基幹施設
診療領域

（基幹施設数）
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  ウ 診療科ごとの将来必要な医師数の見通しと新専門医制度における地域偏在及び診療科偏在

の解消 

   ○ 現在，医師の総数は増加傾向にあるものの，その増加分は一部の診療科に集中している

ことから，国では，将来の診療科別の医療ニーズを見据え，医師が適切に診療科を選択する

ことや，各都道府県における適切な医師派遣調整，専門医制度におけるシーリング設定等

にあたり，エビデンスとして活用されることを目的として，各都道府県別に将来必要な診

療科ごとの医師数の見通し及びこれを達成するための１年あたりの養成数を算出していま

す。 

   ○ 本県は，全ての診療科で 2024 年の必要医師数を達成するための年間養成数を満たしてい

ない状況ですが，現在の養成数を維持した場合，産婦人科，小児科，皮膚科，精神科等につ

いては，2024 年時点の必要医師数を確保できないものの，2036 年時点では必要医師数が概

ね確保できる見込みとなっています。 

○ しかし，内科や外科については，2024 年から 2036 年までのいずれの時点においても，必

要医師数を確保できない見込みとなっています。 

   ○ このため，本県では，短期的・長期的な見通しを踏まえ，不足診療科の医師確保を図るた

め，専門医の養成・定着を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

○ 推計を踏まえ，国及び日本専門医機構では，新専門医制度における各診療科の都道府県別

の専攻医募集シーリングの設定などにより，地域偏在及び診療科偏在の解消を図ることと

しています。 

○ また，シーリング対象の都道府県診療科において，シーリング対象外の都道府県と連携し

たプログラムを作成し，シーリング対象外の都道府県での専門研修実施を促進するなど，地

域医療への貢献を図ることとしています。 
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（２）対策 

 

① 茨城県医師臨床研修連絡協議会 

 

 ○ 本県では，医師臨床研修において，臨床研修病院をはじめ関係機関が一体となった協力体

制を構築し，県内の臨床研修体制の整備促進と充実を図るため，平成 19年に茨城県臨床研

修連絡協議会を設立しました。 

 ○ 各臨床研修病院においてプログラムの充実や情報発信に取り組むとともに，協議会にお

いて，臨床研修病院の合同説明会の開催やパンフレットの作成等によるＰＲ，指導医養成講

習会の開催による指導体制の充実を支援することにより，県内外からの研修医の増加を図

ります。 

 

  ② キャリア形成プログラム 

 

   ○ キャリア形成プログラムは，医師が不足する地域における医師の確保と派遣される医師

の能力開発・向上の機会の確保の両立を目的として，地域枠等の修学生医師の義務年限中

におけるキャリア形成を支援するため，就業先となる医療機関等と専門医資格の取得に向

けたプログラムを様々なコースとして示したもので，本県では，2020 年度現在，18の基本

領域における 40のプログラムを作成しています。 

 

  【本県の専門研修における各診療領域の研修プログラム基幹施設一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　【内科】 　　【外科】 　　【放射線科】
筑波大学附属病院　　　　　　　　　　　　 筑波大学附属病院 　　　 （放射線治療）
水戸協同病院 水戸医療センター 筑波大学附属病院
水戸済生会総合病院 県立中央病院 　　　 （放射線診断）
水戸医療センター 日立総合病院 筑波大学附属病院
県立中央病院 土浦協同病院
日立総合病院 筑波記念病院 　　【麻酔科】
ひたちなか総合病院 筑波大学附属病院
土浦協同病院 　　【整形外科】
東京医科大茨城医療センター 筑波大学附属病院 　　【病理】

水戸協同病院 筑波大学附属病院
　　【小児科】 土浦協同病院

筑波大学附属病院 　　【救急科】
土浦協同病院 　　【産婦人科】 筑波大学附属病院
県立こども病院 筑波大学附属病院

土浦協同病院 　　【形成外科】
　　【皮膚科】 筑波大学附属病院

筑波大学附属病院 　　【眼科】
筑波大学附属病院 　　【リハビリテーション科】

　　【精神科】 筑波大学附属病院
筑波大学附属病院 　　【耳鼻咽喉科】
県立こころの医療センター 筑波大学附属病院 　　【総合診療】

筑波大学附属病院
　　【泌尿器科】 県立中央病院

筑波大学附属病院 北茨城市民病院

　　【脳神経外科】
筑波大学附属病院
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   ○ プログラムの設計にあたっては，「キャリア形成プログラム運用指針」（平成 30年 7 月 25

日付け医政発 0725 第 17 号厚生労働省医政局長通知別添）を踏まえ，地域枠等のプログラ

ム対象者が一定期間，確実に医師少数区域等に派遣されることや，医師少数区域等におい

ても十分な指導体制が構築され，当該地域の不足診療科に従事できることが必要です。 

   ○ また，本県が実施した専門研修プログラムに関するアンケート結果によれば，募集定員

の充足に向けては，プログラムの魅力向上や指導体制の充実，勤務環境の向上を求める声

が多くなっており，こうしたニーズに対応していくことが必要です。 

○ このことから，プログラム対象者の離脱の防止や地域へ定着を促進し，より多くの専攻医

を確保するため，大学医学部や専門研修プログラムを作成する医療機関等との十分な合意

形成を図りながら，魅力的かつ地域の実情に合ったキャリア形成プログラムを策定すると

ともに，県地域医療支援センターにおいて，キャリアコーディネーターによる個別面談や生

涯を通じたキャリアパスの作成，専門医・認定医資格の取得支援などに取り組み，若手医師

にとって主体的なキャリア形成を支援します。 

■専門研修プログラムに関するアンケート結果（2019 年８月実施） 
 

１ 調査対象 

ア 県内専門研修プログラム基幹施設（施設長及び専門研修 PG責任者） 

イ 県内基幹型臨床研修病院（臨床研修 PG責任者） 

ウ 県内の臨床研修病院で研修中の初期臨床研修医 

エ 県内基幹施設において専門研修中の専攻医 

オ 臨床研修を修了し，県外基幹施設において専門研修中の専攻医 
 

２ アンケート回答者数 

ア 27 名，イ ７名，ウ 49 名，エ 63 名，オ ７名 
  

３ アンケート結果 

医療機関の回答 研修医・専攻医の回答 

募集定員が充足しない理由 県内 PG を選択しない理由 

・プログラムの知名度・魅力が不足 

・生活環境としての茨城県の魅力が不足 

・新専門医制度により都市部の大学病院・

大病院へ人気が集中 

・県内に研修を行いたい基幹施設がない 

・実家や親戚の家が他県にある 

・茨城県は住みにくい（交通の便，街の規

模等） 

募集定員充足のための方策 基幹施設の選択において重視すること 

・プログラムの魅力を PR し，知名度を上

げる 

・指導医の育成，研修施設を整備し，研修

内容を充実させる 

・各プログラムならではの特色を出す 

・セミナーや学会で学ぶ機会を十分に与え

る，参加費用の援助 

・きちんと働き，きちんと休む体制の構築 

・教育スタッフの増員 

・専門研修を終えてスタッフとして残った

医師へのサポート 

・指導医の人柄や能力 

・病院や職員の雰囲気 

・症例数が多い 

・待遇・処遇（給与） 

茨城県に足りないと思うもの 

・研修医が海外研修に行ける環境 

・研修医の学会参加費用の補助 

・医師や看護師，その他医療スタッフの，

周囲の人に対する優しさ 

・利便性 
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  ③ 医師のキャリアアップ支援 

 ○ 専門医の認定促進や診療技術・指導力の向上などを図り，県内に勤務する医師のキャリア

アップを支援します。 

 

 ア 専門医の養成 

  ○ 専門医の認定促進や専門医の質の一層の向上，さらには医療提供体制の充実を図るた

め，地域医療に配慮した専門研修プログラムの策定を行う医療機関や，医師不足地域の研

修医療機関に対して指導医を派遣する医療機関，へき地等の医療機関において総合診療

研修を行う医療機関を支援し，研修機会の確保を図ります。 

 

   イ 魅力ある研修体制の整備 

○ 県内に勤務する医師等を対象に，最先端機器によるシミュレーショントレーニングや

緊急を要する急病患者への対応を学ぶＪＭＥＣＣ講習会，著名な講師による県内若手医

師への診療技術指導など，診療技術や指導力の向上を目的とした講習会の開催及び研修

機会の提供を行い，キャリアアップ支援を図ります。 

 

   ウ 医師の海外派遣 

○ 県内医療機関に勤務する指導医等を海外の世界標準の先進的な指導及び教育に取り組

んでいる医療現場に派遣し，診療技術や指導能力向上を図ります。 

    ○ 若手医師を欧米等の医療現場へ長期間派遣し，本県の地域医療水準の高度化を図りま

す。 
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第２章 医師の派遣調整 

 

１ 考え方 

 

○ 地域における医師の確保のためには，地域における医師の不足や偏在の解消にあたっては，

医師少数区域における医療機関をはじめ，救急医療，小児医療，周産期医療等の政策医療を担う

医療機関に適切に医師が派遣されることが必要です。 

○ このため，本計画では，各医療圏における医療提供体制の課題及び「重点化の視点」を踏ま

え，短期的な医師確保対策として，医師の派遣調整を実施します。 

○ 医師の派遣は，茨城県保健医療計画における各疾病・事業等の医療体制に求められる医療機

能や，茨城県地域医療構想における医療機能の分化・連携の方針との整合を図ることが重要で

す。 

■医療法に基づく地域医療対策協議会による医師の派遣調整 

○ 都道府県が設置する地域医療対策協議会は，医療法第 30 条の 23 の規定に基づき，医

師の派遣に関する事項の協議を行うこととされており，地域における医師の確保のため，

都道府県内の各医療機関へ医師を派遣する必要性を慎重に検討した上で，派遣期間及び

人数を協議することとされています。 

○ また，都道府県は，地域医療対策協議会において協議が整った事項に基づき，医師派遣

に関する事務等を実施し，協議会構成員は，地域医療対策協議会で協議が整った事項に

基づき，都道府県から医師確保対策の実施に協力を要請された際は，これに応じること

とされています。 

 

２ 本県における医師の派遣調整 

○ 本計画では，医療法等に基づき，地域枠医師等（大学医学部において，卒業後に一定期間，都

道府県内で医師として就業する意思を有するものとして選抜され，その旨の契約を都道府県等

と締結した医師）に対するキャリア形成プログラムの適用及び地域医療対策協議会における医

師配置調整スキームにより，医師の派遣を実施します。 

 

 【本県の医師の派遣調整の考え方】 

対象医師 派遣等の方法 
地域医療対策協議会

の役割 

① 地域枠等医師 

 ・県が修学資金を貸与した修学生医師 

 ・自治医科大学を卒業した医師 

 ・その他キャリア形成プログラムの適

用を希望する医師 

キャリア形成プログラ

ムの適用 

プログラムの協議 

（プログラム責任者，

対象医療機関，コース

等） 

② ①以外 医師配置調整スキーム 

県内医療機関の配置

要望リスト案の協議・

決定，大学への要請，

医師配置案の決定等 
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【医師派遣の体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県地域医療支援センター 

県内医療機関 

（地域の中核病院，救急・小

児・周産期等の政策医療

機関） 

茨城県地域医療対策協議会 

②地域偏在，診療科偏在，政策医療機能

等における必要性・重要性を審議 

①医師派遣を要望 
③医師の派遣を要請 

筑波大学等 

医師派遣大学 
④医師を派遣 
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第３章 県外からの医師確保 

 

１ 考え方 

 

○ 本県の医師偏在指標は全国第 42 位であり，下位 33.3％に含まれる医師少数県であることか

から，本計画では，医師の増加を基本方針としています。 

○ 医師の増加は，地域枠等による医師の養成を基本としますが，医師の養成には時間がかかる

ことから，本計画では，短期的に政策医療を担う地域の拠点病院や不足診療科の医師を確保す

るため，県外からの医師確保に取り組みます。 

 

２ 対策 

 

 ○ 医師確保の優先度が高い，政策医療等を担う医療機関・診療科を中心に，医科大学との新た

な協力関係の構築や，本県にゆかりのある医師のＵＩＪターンの促進，寄附講座の設置など，県

外からの医師確保を強化するとともに，海外からの医師の受入れ促進を図ります。 

 ○ また，政策医療の確保に向け，特に早急な対応が必要な医療機関・診療科については，「最優

先で医師を確保すべき医療機関・診療科」に設定し，施策の強化を図るなど，あらゆる方策やア

プローチを検討し，医師の確保に取り組みます。 

 

（１）医科大学との新たな関係構築 

  ・国内外で活躍し，豊富な人脈を持つ著名な医師等を「いばらき医療大使」として委嘱し，そ

の人脈を活用した本県での就業に興味を持つ医師の紹介などを通じて県外医師の県内就業

を図ります。 

  ・医師多数都道府県等の医科大学を訪問し，不足診療科の医師派遣に向けた関係構築を図り

ます。 

 

（２）ウェブサイト等を活用した県ゆかりの県外医師への個別アプローチ 

  ・県地域医療支援センターウェブサイトのＵＩＪターン専用ページにアクセスのあった医師

の希望に基づく県内医療機関とのマッチングや，本県にゆかりのある県外医師等への個別

訪問などにより，ＵＩＪターンを促進します。 

 

（３）寄附講座の設置 

  ○ 新たに関係を構築する医科大学も含め，県が大学に寄附講座を設置し，県内医療機関を

フィールドとして教育及び研究に取り組むこと等により，地域医療を担う人材の育成や医

師不足地域における医師の確保を図ります。 

 

（４）海外からの医師の受入れ促進 

  ○ 海外の医科大学が日本国内で行う実習について，県内病院が提携病院となることを促進

し，海外の医科大学の卒業者の県内への就業と定着の促進を図ります。 
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第４章 魅力ある環境づくり 

 

１ 現状と課題 

 

（１）医師の働き方改革と勤務環境改善支援 

 

○ 国では，医師の労働時間短縮・健康確保と必要な医療の確保の両立という観点から，医師の

時間外労働規制の具体的な在り方，労働時間の短縮策等について検討し，2019 年３月に「医

師の働き方改革に関する検討会報告書」をとりまとめ，2024 年度以降は，医師に対する時間

外労働の上限規制が適用されることとなります。 

○ 特に，地域医療提供体制の確保や臨床研修・専門研修中の医師の研鑽，高度技能の育成な

ど，やむなく長時間労働となる医療機関については暫定的に高い労働時間上限基準を設定さ

れていますが，この水準の達成についても，現状の病院勤務医の勤務時間の短縮を図るため，

各医療機関における労働時間短縮に向けた取組等に加え，医師少数区域等に属する医療機関

については，特に集中的な医師の確保を行うなどの対応が求められています。 

○ このため，各医療機関において，医師事務作業補助者の確保やタスクシフトの推進等による

医師に対する負担の集中の軽減等，勤務医が健康を確保しながら働くことができるよう，環境

整備を図る必要があります。 
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